医療券等発券等業務

１　業務内容
1 被保護者からの申請によるほか、医療機関及びケースワーカー等からの請求に基づ
く医療券等発券等事務
⑵　傷病届、要否意見書の管理及び嘱託医による要否判定審査への対応
⑶　日次の発券及び封入・封緘並びに発送に係る業務
⑷　月次の医療券等の一斉発券及び封入・封緘並びに発送に係る業務
⑸　医療機関、区民等関係者からの医療券等及び関連情報に係わる問合せへの対応業務
⑹　医療券及び介護券に係るエラーリストの発行及びこれに基づくエラー修正処理
⑺　日次及び月次における医療券等封入・封緘時の誤発送防止のための宛名ダブルチェ
ック処理
　⑻　例月の「医療券交付簿」及び「介護券交付簿」の発行
　⑼　例月の社会保険診療報酬支払基金への資格情報及び医療券調剤券情報の送信処理
　⑽　例月の国保連合会への介護保険利用者に係る資格情報の送信処理
　⑾　医療係からの指示に基づく指定レセプトの抽出
　⑿　医療扶助オンライン資格確認に係る対応
　　　※オンライン資格確認に係る医療機関等からの問合せへの対応を含む。
　⒀　その他上記業務を円滑且つ適切に行うために必要な業務

２　使用するシステム
業務に当たっては、生活保護システム「あゆむくん」及び住民基本台帳システム「e-Suite」並びにレセプト管理システム「RezeptPlus」を使用すること。

３　年間処理件数（概数）
　　医療券　　　　　　　　　　２３５，０００件
　　介護券　　　　　　　　　　　７５，０００件
　　医療券要否意見書　　　　　　２３，０００件
　　医療券・介護券エラーリスト　２５，０００件
　　医療券交付簿　            ２５２，０００件
介護券交付簿　            　８４，０００件

４　業務従事日時
毎週月曜日から金曜日の開庁日とし、午前８時３０分から午後５時１５分までの間とする。なお、昼休みも業務に支障がない体制を確保すること。
５　報告
受託者は、毎月末に当該月の医療券等発券等状況についての報告を作成し、翌月速やかに区に提出すること。
